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働き方改革関連法の認知度と働き方改革への取組状況を 
調査した結果を公表します 

 

大阪労働局（局長 木原亜紀生）では、令和４年 11 月に「過重労働解消キャンペーン」月間

に労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的な監督指導を実施しました。 

その際、働き方改革関連法の認知度と働き方改革への取組み状況を調査し、その結果を取り

まとめましたので公表します。大阪労働局ではこれらの結果を踏まえ、働き方改革の推進に関

して引き続き必要な指導や支援に取り組んでいく予定です。 

 

 
１ 調査の目的 

平成 31 年度から順次施行されている働き方改革関連法の大阪府内の大企業・中小企業におけ

る認知度と働き方改革への取組状況を把握すること。 

 

２ 対象事業場 

 令和４年 11 月の「過重労働解消キャンペーン」月間中に監督指導を実施した事業場を対象と

し、564事業場から有効な回答を得た。 

 

３ 調査実施期間 

  令和４年 11月１日から同年 11月 30日まで 

 

４ 調査結果 

(1) 働き方改革関連法の認知度（別添１参照） 

・ 大企業では、全項目において７割以上が「よく知っている」と回答しており、概ね認知度は

高い。特に「年５日の年休の確実な取得」の認知度は 100％であった。 

・ 中小企業では、「時間外労働の上限規制」及び「年５日の年休の確実な取得」について、一

定の認知度であったが、「中小企業の月 60時間超の残業の割増賃金率の引き上げ」「勤務間イン

ターバル制度」「同一労働同一賃金」については、「言葉は知っている」「初めて知った」の割合

が半数以上を占めており認知度が低かった。 

・ 中小企業の業種別認知度では、業種ごとに各項目の認知度に異なる傾向があることが認めら

れた。 

(2) 働き方改革への取組状況（別添２参照） 
・大企業では「①方針・目標の計画化」や「⑥情報提供・相談」の大項目の取組が進んでいた。 

・大企業・中小企業ともに「⑧実態把握・管理」のうち、「タイムカードやＩＤカード等の客観

的な方法による労働時間の管理・把握」「管理職の年休取得日数把握」の詳細項目の取組が５割

を超えており、労働時間及び年休の実態把握の必要性の理解が進んでいる。 

【照会先】 
大阪労働局 労働基準部 監督課 
(代表電話) 06 (6949) 6490 

２０２３年（令和５年）４月１日から中小企業においては、 

月６０時間を超える残業の割増賃金率が２５％から５０％に上がります（別添３参照） 

厚生労働省では、企業の皆様が社員の働き方・休み方の見直し及び改善に向けた検討を
行う際にご活用いただくツールとして「働き方・休み方改善指標」を示して 
います。自社における取組のヒントを得るために活用してください。 

        

                               詳しくはこちら 

 

大阪労働局発表  
令和５年２月９日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 添 １ 

働き方改革関連法に関する認知度について 

 ① 大 企業における認知度 (全業種 全体) 

zenn 

全ての項目において「よく知っている」の割合が７割を超えているものの、「勤務間イ

ンターバル制度」の割合が他の項目に比べて低い。「時間外労働」「年５日の年休の確実な

取得」「同一労働同一賃金」の３項目について、「初めて知った」の割合が０であった。 

② 中小 企業における認知度 （全業種 全体） 

81.6%

71.1%

73.7%

100.0%

94.7%

18.4%

18.4%

13.2%

0.0%

5.3%

0.0%

10.8%

13.2%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

同一労働同一賃金

勤務間インターバル制度

中小企業の月60時間超の

残業の割増賃金率引き上げ…

年5日の年休の確実な取得

時間外労働の上限規制

よく知っている 言葉は知っている 初めて知った

42.4%

27.2%

45.4%

73.8%

58.0%

49.0%

31.2%

24.1%

19.5%

32.1%

8.6%

41.6%

30.4%

6.7%

9.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

同一労働同一賃金

勤務間インターバル制度

中小企業の月60時間超の

残業の割増賃金率引き上げ…

年5日の年休の確実な取得

時間外労働の上限規制

よく知っている 言葉は知っている 初めて知った

「時間外労働の上限規制」及び「年 5日の年休の確実な取得」の「よく知っている」

の割合は高いものの、「月 60時間超の残業の割増率の引き上げ」、「勤務間インターバル

制度」に関する割合が５割未満と低くなっている。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.0%

12.2%

39.0%

65.9%

48.8

56.1%

34.1%

14.6%

24.4%

34.1

53.7%

53.7%

46.3%

9.8%

17.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

同一労働同一賃金

勤務間インターバル制度

中小企業の月60時間超の

残業の割増賃金率引き上げ

年5日の年休の確実な取得

時間外労働の上限規制

よく知っている 言葉は知っている 初めて知った

全業種と比較して「時間外労働の上限規制」について「よく知っている」の割合が高

いが、「同一労働同一賃金」の割合は低い。全項目において「初めて知った」の割合が全

業種と比べて低い。 

④ 中小 企業における認知度 (業種別：建設業) 

zenn 

③ 中小 企業における認知度 (業種別：製造業) 

zenn 

37.8%

27.0%

48.0%

72.3%

60.8%

58.1%

33.8%

29.7%

23.6%

35.1%

4.1%

39.2%

22.3%

4.1%

4.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

同一労働同一賃金

勤務間インターバル制度

中小企業の月60時間超の

残業の割増賃金率引き上げ

年5日の年休の確実な取得

時間外労働の上限規制

よく知っている 言葉は知っている 初めて知った

全項目において「よく知っている」の割合が全業種より低い。「初めて知った」の割合

も高く、特に「勤務間インターバル制度」「同一労働同一賃金」は５割を超えている。 



 

 

 

 

 

 

 
「年 5日の年休の確実な取得」について「よく知っている」の割合が全業種より高い。 

しかしながら、全項目において「初めて知った」の割合が全業種より高い。 

⑥ 中小 企業における認知度 (業種別：商業) 

zenn 

全業種と比較すると、全ての項目において「よく知っている」の割合が高い。特に

「時間外労働の上限規制」について、自動車運転者の適用前にもかかわらず認知度が６

割を超えている。 

⑤ 中小 企業における認知度 (業種別：運輸交通業) 

zenn 

46.2%

30.8%

57.7%

88.5%

65.4%

50.0%

38.5%

23.1%

7.7%

23.1%

3.8%

30.8%

19.2%

3.8%

11.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

同一労働同一賃金

勤務間インターバル制度

中小企業の月60時間超の

残業の割増賃金率引き上げ

年5日の年休の確実な取得

時間外労働の上限規制

よく知っている 言葉は知っている 初めて知った

41.7%

24.3%

45.8%

75.7%

54.9%

47.9%

30.6%

22.9%

16.0%

30.6%

10.4%

45.1%

31.3%

8.3%

14.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

同一労働同一賃金

勤務間インターバル制度

中小企業の月60時間超の

残業の割増賃金率引き上げ

年5日の年休の確実な取得

時間外労働の上限規制

よく知っている 言葉は知っている 初めて知った



 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 中小 企業における認知度 (業種別：接客娯楽業) 

zenn 

⑦ 中小 企業における認知度 (業種別：保健衛生業) 

zenn 

51.1%

29.8%

36.2%

80.9%

61.7%

38.3%

34.0%

25.5%

17.0%

27.7%

10.6%

36.2%

38.3%

2.1%

10.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

同一労働同一賃金

勤務間インターバル制度

中小企業の月60時間超の

残業の割増賃金率引き上げ

年5日の年休の確実な取得

時間外労働の上限規制

よく知っている 言葉は知っている 初めて知った

「中小企業の月 60時間超の残業の割増賃金率引き上げ」のみ「よく知っている」の割

合が全業種より低い。「同一労働同一賃金」について、「よく知っている」の割合が他の

業種より高く、５割を超えている。 

48.6%

35.1%

32.4%

48.6%

43.2%

45.9%

16.2%

29.7%

37.8%

48.6%

5.4%

48.6%

37.8%

13.5%

8.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

同一労働同一賃金

勤務間インターバル制度

中小企業の月60時間超の

残業の割増賃金率引き上げ

年5日の年休の確実な取得

時間外労働の上限規制

よく知っている 言葉は知っている 初めて知った

「同一労働同一賃金」の「よく知っている」の割合が全業種より高いが、「時間外労働

の上限規制」「年５日の年休の確実な取得」「中小企業の月 60時間超の残業の割増賃金率

引き上げ」の労働基準法改正の３項目について、いずれも５割未満で全業種より低い。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇時間外労働の上限規制 

 時間外労働の上限について月 45時間、年 360時間を原則とし、臨時的な特別な事情が

ある場合にも上限が設定されています。 

適用猶予業種（建設業・自動車運転者など）については、2024 年（令和 6年）４月１

日から適用されます。 

〇年 5 日の年休の確実な取得 

使用者は年 10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年 5日について確実

に取得させなければなりません。 

〇中小企業の月 60 時間超の残業の割増賃金率の引き上げ 

  2023 年（令和 5年）4月 1日から、月 60時間を超える残業に対する割増賃金が 50%

に引き上げられます。 

〇勤務間インターバル制度 
終業時刻から次の始業時刻までの間、一定時間以上の休息期間（インターバル時間）の

確保に努めなければなりません。 

〇同一労働同一賃金 
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者の間で、基本給や賞与などあらゆる待

遇について不合理な差を設けることが禁止されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 

１ 働き方改革関連法の内容について 

２ 働き方改革関連法施行日一覧 



 

 

認知度調査で回答を得た 564事業場のうち、厚生労働省が示している「働き

方・休み方改善指標」を基にした働き方改革の取組状況に係る点検項目について

も回答を得た 340事業場における調査結果は以下のとおりです。 

  

 

 

 

 

働き方・休み方の改善状況 

  

    ① 方針・目標の計画化 

チェックポイント！  

長時間労働の抑制の重要性を企業として表明しているか？ 

別 添２ 

86%

83%

69%

72%

79%

59%

54%

25%

28%

48%

23%

24%

長時間労働の抑制について

経営トップがメッセージを

発信している

長時間労働の抑制を経営や

人事の方針として明文化し

ている

会社・部署・個人等で労働

時間、残業時間等に関する

数値目標を設定している

年休の取得促進について、

経営トップがメッセージを

発信している

年休の取得促進を経営や人

事の方針として明文化して

いる

会社・部署・個人等で年休

取得日数、取得率等に関す

る数値目標を設定している

大企業

中小企業



 

 

 

 

 

 

 

   ② 改善推進の体制づくり 

チェックポイント！ 

長時間労働の抑制を進めるための組織が明確になっており、かつ、有効に機

能しているか？ 

62%

76%

52%

76%

59%

41% 23%

16%

23%

32%

18%

19%

長時間労働の抑制に向

けた社内体制を明確化

している（推進担当

者・推進組織の設置

等）

労働時間に関する相談

窓口を設置している

長時間労働の抑制に関

する労使の話し合いの

機会を設けている

年休の取得促進に向け

た社内体制を明確化し

ている

休暇取得に関する相談

窓口を設置している

年休取得促進に関する

労使の話し合いの機会

を設けている

大企業

中小企業



 

 

 

 

 

  ③ 改善促進の制度化 

チェックポイント！ 

効率的かつ効果的な働き方を行う仕組みが整っているか？ 

34%

66%

45%

41%

21%

28%
24%

21%

31%

48%

41%
34%

15%
21%

11%

10% 11%

13%
16%

22%

10%
23%

18% 10%

フレックスタイム制、朝方の働

き方等の柔軟な労働時間制度を

導入している

短時間勤務制度を導入している

テレワーク制度を導入している

在宅勤務制度を導入している

業務繁閑に応じて営業時間を設

定している

ノー残業デー、ノー残業ウィー

ク等を設定している

勤務間インターバル制度（勤務

終了から次の勤務開始までの

間、一定の休息時間の確保を義

務付けるもの）を導入している

業務繁閑に応じた休業日を設定

している（閑散期の飛び石休暇

を連続休暇にする等）

誕生日・記念日等の決まった日

や申告した日を年次有給休暇と

する休暇制度の設定を行ってい

る

ゴールデンウイークや夏季・冬

季等の開会を捉えた、年次有給

休暇の計画的付与制度を導入し

ている

時間単位での年次有給休暇制度

を導入している

５営業日以上の連続休暇制度を

導入している

大企業

中小企業



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ④ 改善促進のルール化 

チェックポイント！ 

長時間労働を抑制することにインセンティブが働く仕組みを導入しているか？ 

76%

34%

52%

21%

66%
25%

10%

23%

6%

25%

残業の多い部下を持つ

管理職への指導を徹底

している

部下の長時間労働抑制

について、管理職の人

事考課に盛り込んでい

る

残業を行う際の手続き

を厳格化している（上

長への事前申請等）

部下の年休の取得状況

の管理が、管理職の人

事考課（評価）に盛り

込まれている

管理職に部下の年休の

取得状況の把握・管理

を義務づけている

大企業

中小企業



 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 意識改善 

チェックポイント！ 

社員に対して長時間労働を抑制する意識を高める取組を行っているか？ 

48%

52%

38%

28%

41%

48%

34% 13%
12%

6%

23%7%

8%

11%

長時間労働抑制に関

する社内向けの教

育・研修を実施して

いる

長時間労働抑制に関

する管理職向けの教

育・研修を実施して

いる

長時間労働抑制のた

めの周知・啓発を

行っている（ポス

ター等の掲示等）

退勤時刻の終業呼び

かけ、強制消灯等を

実施している

年休取得促進に関す

る社内向けの教育・

研修を実施している

年休取得促進に関す

る管理職向けの教

育・研修を実施して

いる

年休取得促進のため

の周知・啓発を行っ

ている（ポスター等

の掲示等）

大企業

中小企業



 

 

 

 

 

⑥ 情報提供・相談 

チェックポイント！ 

働き方の改善につながる情報提供や相談を実施しているか？ 

72%

76%

48%

69%76%

38%

59%

46%

41%

7%

13%

56%

7%

25%

労働時間・残業時間

を社員各自に通知し

ている

36協定で定めた時間

外労働及び休日労働

の上限が、社員に周

知されている

自社の労働時間制度

の内容をパンフレッ

トやイントラネット

等で紹介している

定期健診以外に長時

間労働に起因するス

トレス・疾病に関す

るカウンセリング機

会等を提供している

年休残日数を社員に

通知している

制度の利用促進のた

めの情報提供（制度

利用事例の紹介等含

む）を実施している

年休取得率の低い

（残日数の多い）社

員に対し、個別に休

暇取得を勧奨（人事

からのメール送信、

パンフレットの配布

等）している

大企業

中小企業



 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 仕事の進め方改善 

チェックポイント！ 

職場において長時間労働を抑制するために業務改善を行っているか？ 

41%

41%

66%

31%

17%

12%

31%

17%

休暇・休業時の業務

フォローアップ体制を

構築している（顧客・

取引先情報の共有等）

長時間労働抑制を目的

とした業務プロセスの

見直しを行っている

（プロジェクトやキャ

ンペーンとして取り組

まれているものを含

む）

業務量・業務負荷に応

じて業務計画、要員計

画、業務内容を見直し

ている

長時間労働抑制を目的

とした取引先との関係

見直しを行っている

（発注方法やスケ

ジュール等の見直し）

大企業

中小企業



 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 実態把握・管理 

チェックポイント！ 

労働時間に関する実態を常に把握しているか？ 

38%
83%

76%

28%

83%
14%

60%

32%

13%

53%

社員の働き方や労働

時間関する意識や意

向をアンケートや聞

き取り調査等によっ

て定期的に把握して

いる

タイムカードやＩＤ

カード等の客観的な

方法により労働時間

を管理・把握してい

る

管理職やみなし労

働・裁量労働制等の

適用者についても、

きちんと労働時間を

把握している

社員の休暇取得に関

する意識や意向をア

ンケートや聞き取り

調査等によって定期

的に把握している

管理職が年休の取得

日数を把握している

大企業

中小企業



 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
1 か月の時間外労働 

（1 日 8 時間・1 週 40 時間を超える労働時間） 
 

 
60 時間以下 

 

 
60 時間超 

 
大企業 

 
２５％ 

 

 
５０％ 

 
中小事業主 

 

 
２５％ 

 ２５％ 

 
 
 

  
1 か月の時間外労働 

（1 日 8 時間・1 週 40 時間を超える労働時間） 
 

 
60 時間以下 

 

 
60 時間超 

 
大企業 

 

 
２５％ 

 
５０％ 

 
中小事業主 

 

 
２５％ 

 ５０％ 

 
 
 
 
 
 
 

２５％ 

月 60 時間を超える残業 は 

割増賃金率が上がります 
～ 就業規則の変更・届出はお済みですか︖ ～ 

2023 年（令和 5 年）4 月 1 日 から 

大阪労働局・労働基準監督署 

５０％ 

2023 年（令和 5 年）４月１日以降、月 60 時間を超
える時間外労働の割増賃金率を 50%以上とする規定
（労働基準法第 37 条第１項ただし書）が中小事業主に
も適用されます。 
 

（Ｒ４．１） 

現   行 

令和５年度～  

50% 

tsubakiharak
フリーテキスト
　別添３


